
 

公 法 薬剤師会定  

 
成   日 行 

  日 一  
  日 一  

 

第１  総   則 

 

（名 ） 

第１条 この法 は、公 法 薬剤師会と する。以下、 本会 という。 

 

（事務所） 

第２条 本会は、 たる事務所を 代 区に 。 

 

第２  及び事  

 

（ ） 

第３条 本会は、日本薬剤師会並びに 内に所 する地区及び職域薬剤師会の連 のも 

 と、薬剤師の倫理の 及び の を り、薬 及び薬 の を るこ 

 とにより、 の な の ・ 上に することを とする。 

 

（事 ） 

第４条 本会は、前条の を 成するため、次の事 を行う。 

 (１)薬剤師の資 上のための 会等の 及び 連事  

 (２)薬事 の 上・薬 の 備のための 会等の 及び 連事  

 (３) 薬 の を し地域 に するための事  

 (４) 法等に な 剤に する 及び 連事  

 (５)薬 の ・薬 の 務 に する事  

 ( )薬事 法 等 の 及び 連事  

 (７) 薬 等の に する事  

 (８)薬事 の提 に する事  

 (９)公 の 上及び その の に する事  

 ( ) 内各地区の 薬 管理 の運 に する 事  

 ( )日本薬剤師会等との連 、 及び に する事  

 ( )会員の に する事  

 ( )その 本会の を 成するために な事  

   ２ 前項の事 は、 内において行うものとする。 

 

第３  会   員 

 

（会員の ） 

第５条 本会は、次の者から 成する。 

 (１)  会 員 薬剤師で って、本会の 及び事 に 同し、 会した者 

 (２) 会員 薬剤師ではないが、本会の 及び事 に 同し、 会した者及び 

  法 、  

 (３) 会員 薬剤師ではないが、薬 を する その 薬 及びそれに 連 

  する ・ 務 を有する者で本会の 及び事 に 同し 会 

  した者 
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定款-1-



 (４)名 会員 本会及び本会の の 成に の った者として理事会で名  

  会員とすることを決議した者 

 

（会員の資格の取得） 

第 条 本会の会員になろうとする者は、所定の 会 書を に定める地区及び職域薬剤 
 師会を して提出し、理事会の承 を得なければならない。ただし、 会 書 
 を地区及び職域薬剤師会を して提出できない場合は、本会に 提出する。 

   ２ 会 準及び 会 きは総会で定める会員規程及び定 行 則による。 

   ３ 前２項の規定は第５条第４号に定める名 会員は 。 

   ４ 会員は、日本薬剤師会の会員になることができる。 

 

（ 会員の権 ） 

第７条 会員は、一 法 及び一 法 に する法 （以下 法 法 という。） 

 に規定 れた次に掲げる 員の権 を、本会に して行 することができる。 

 (１)法 法第１４条第２項の権 （定 の 覧等） 

 (２)法 法第３２条第２項の権 （ 員名 の 覧等） 

 (３)法 法第５７条第４項の権 （ 員総会の議事録の 覧等） 

 (４)法 法第５０条第 項の権 （ 員の代理権 書 等の 覧等） 

 (５)法 法第５２条第４項の権 （書 による議決権行 書 の 覧） 

 ( )法 法第５２条第５項の権 （ 方法による議決権行 記録の 覧等） 

 (７)法 法第１２９条第３項の権 （ 書 等の 覧等） 

 (８)法 法第２２９条第２項の権 （ 法 の 照表等の 覧等） 

 (９)法 法第２４ 条第３項、第２５０条第３項及び第２５ 条第３項の権  

   （合 等の 覧等） 

 

（会員の 務） 

第８条 会員は、薬剤師の倫理を し、 会の と を得るように めなければなら 

 ない。 

   ２ 会員は、この定 に定める事項及び第５ に規定する総会の決定事項を する  

 務を う。 

   ３ 会員は、本会の事 動によって に じる 用に てるため、所定の会 等 

 を本会に う 務を う。 

   ４ 会 等の 及び 方法は総会で定める会 規程による。 

   ５ 前２項の会 等について、その２ の１以上は公 事 のために、 はその 

 の事 及び管理 用のために 当するものとする。 

 

（ 意退会） 

第９条 会員は、 に定める退会届を所 する地区及び職域薬剤師会を して本会に提出 

 することにより、 意に退会することができる。ただし、地区及び職域薬剤師会に 

 所 しない会員の退会届は、本会に 提出するものとする。 

 

（ 名） 

第１０条 会員が次のい れかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を 名するこ 

 とができる。 

 (１)この定 に定める事項及び第５ に規定する総会の決定事項を する 務 

  を 行しないとき。 

 (２)薬剤師としての倫理に し、会員としての名 は本会の名 を した者。 

 (３)その 名すべき 当な理 が るとき。 

 

 

   ２ 前項の規定により 会員を 名しようとするときは、その総会 日の１ 間前ま 

 でに、当該 会員に してその を し、かつ、総会において の 会を え 

 なければならない。 

 

（会員資格の ） 

第１１条 会員は、前２条に規定する か、次のい れかに該当するときは、その資格を  

 する。 

 (１) したとき。 

 (２)第８条に規定する会 等の を り、 を受けた後、３ を しても

  なお わないとき。 

   ２ 前２条により会員資格を した会員は、本会に して会員としての権 を い、 

 務を れる。ただし、 行の 務を れることはできない。 

   ３ 会員資格を した場合、 った会 等の を受けることはできない。 

 

第４  代 議 員 

 

（代議員） 

第１２条 本会は、代議員をもって法 法上の 員とする。 

 

（代議員の選出） 

第１３条 代議員の選出のために、 に総会で定める代議員選挙規程に き 会員による 

 代議員選挙を、２ に１ 、７ 日までに する。 

   ２ 代議員は、 会員の中から選ばれることを する。前項の代議員選挙において、  

 会員は の 会員と等し 代議員を選挙する権 並びに代議員に選出 れる権  

 を有する。 

   ３ 代議員は、代議員選挙規程第２条の 表１の選挙区 とに選出するものとする。 

   ４ 代議員が けた場合 は代議員の員数を ときに備え、補 の代議員として、代 

 議員選挙規程に き予備代議員を選出する。 

   ５ 前項の予備代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も て決定しなければな 

 らない。 

 (１)当該候補者が予備代議員で る  

 (２)当該候補者を１ は２ 以上の 定の代議員の予備代議員として選 すると 

   きは、その 及び当該 定の代議員の 名 

 (３)同一の代議員（２以上の代議員の予備として選 した場合に っては、当該２ 

   以上の代議員）につき２ 以上の予備代議員を選 するときは、当該予備代議 

   員 間の 順位 

    前２項の予備代議員の選 に る決議が を有する期間は、選挙後 に  

 れる第１項に定める代議員選挙 の時までとする。 

   ７ 理事 は理事会は、代議員を選出することができない。 

 

（代議員の定数） 

第１４条 代議員の定数は次の各号のとおりとする。 

 (１)１選挙区の 会員が５０ 以内の場合は とする。 

 (２)１選挙区の 会員が５０ 超の場合は、 会員５０ とに とし、その 

   数が２５ 以下のときは切り て、その 数が２５ 超のときは１ に切 

   り上げる。 
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定款-2-



 

 (４)名 会員 本会及び本会の の 成に の った者として理事会で名  

  会員とすることを決議した者 

 

（会員の資格の取得） 

第 条 本会の会員になろうとする者は、所定の 会 書を に定める地区及び職域薬剤 
 師会を して提出し、理事会の承 を得なければならない。ただし、 会 書 
 を地区及び職域薬剤師会を して提出できない場合は、本会に 提出する。 

   ２ 会 準及び 会 きは総会で定める会員規程及び定 行 則による。 

   ３ 前２項の規定は第５条第４号に定める名 会員は 。 

   ４ 会員は、日本薬剤師会の会員になることができる。 

 

（ 会員の権 ） 

第７条 会員は、一 法 及び一 法 に する法 （以下 法 法 という。） 

 に規定 れた次に掲げる 員の権 を、本会に して行 することができる。 

 (１)法 法第１４条第２項の権 （定 の 覧等） 

 (２)法 法第３２条第２項の権 （ 員名 の 覧等） 

 (３)法 法第５７条第４項の権 （ 員総会の議事録の 覧等） 

 (４)法 法第５０条第 項の権 （ 員の代理権 書 等の 覧等） 

 (５)法 法第５２条第４項の権 （書 による議決権行 書 の 覧） 

 ( )法 法第５２条第５項の権 （ 方法による議決権行 記録の 覧等） 

 (７)法 法第１２９条第３項の権 （ 書 等の 覧等） 

 (８)法 法第２２９条第２項の権 （ 法 の 照表等の 覧等） 

 (９)法 法第２４ 条第３項、第２５０条第３項及び第２５ 条第３項の権  

   （合 等の 覧等） 

 

（会員の 務） 

第８条 会員は、薬剤師の倫理を し、 会の と を得るように めなければなら 

 ない。 

   ２ 会員は、この定 に定める事項及び第５ に規定する総会の決定事項を する  

 務を う。 

   ３ 会員は、本会の事 動によって に じる 用に てるため、所定の会 等 

 を本会に う 務を う。 

   ４ 会 等の 及び 方法は総会で定める会 規程による。 

   ５ 前２項の会 等について、その２ の１以上は公 事 のために、 はその 

 の事 及び管理 用のために 当するものとする。 

 

（ 意退会） 

第９条 会員は、 に定める退会届を所 する地区及び職域薬剤師会を して本会に提出 

 することにより、 意に退会することができる。ただし、地区及び職域薬剤師会に 

 所 しない会員の退会届は、本会に 提出するものとする。 

 

（ 名） 

第１０条 会員が次のい れかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を 名するこ 

 とができる。 

 (１)この定 に定める事項及び第５ に規定する総会の決定事項を する 務 

  を 行しないとき。 

 (２)薬剤師としての倫理に し、会員としての名 は本会の名 を した者。 

 (３)その 名すべき 当な理 が るとき。 

 

   ２ 前項の規定により 会員を 名しようとするときは、その総会 日の１ 間前ま 

 でに、当該 会員に してその を し、かつ、総会において の 会を え 

 なければならない。 

 

（会員資格の ） 

第１１条 会員は、前２条に規定する か、次のい れかに該当するときは、その資格を  

 する。 

 (１) したとき。 

 (２)第８条に規定する会 等の を り、 を受けた後、３ を しても

  なお わないとき。 

   ２ 前２条により会員資格を した会員は、本会に して会員としての権 を い、 

 務を れる。ただし、 行の 務を れることはできない。 

   ３ 会員資格を した場合、 った会 等の を受けることはできない。 

 

第４  代 議 員 

 

（代議員） 

第１２条 本会は、代議員をもって法 法上の 員とする。 

 

（代議員の選出） 

第１３条 代議員の選出のために、 に総会で定める代議員選挙規程に き 会員による 

 代議員選挙を、２ に１ 、７ 日までに する。 

   ２ 代議員は、 会員の中から選ばれることを する。前項の代議員選挙において、  

 会員は の 会員と等し 代議員を選挙する権 並びに代議員に選出 れる権  

 を有する。 

   ３ 代議員は、代議員選挙規程第２条の 表１の選挙区 とに選出するものとする。 

   ４ 代議員が けた場合 は代議員の員数を ときに備え、補 の代議員として、代 

 議員選挙規程に き予備代議員を選出する。 

   ５ 前項の予備代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も て決定しなければな 

 らない。 

 (１)当該候補者が予備代議員で る  

 (２)当該候補者を１ は２ 以上の 定の代議員の予備代議員として選 すると 

   きは、その 及び当該 定の代議員の 名 

 (３)同一の代議員（２以上の代議員の予備として選 した場合に っては、当該２ 

   以上の代議員）につき２ 以上の予備代議員を選 するときは、当該予備代議 

   員 間の 順位 

    前２項の予備代議員の選 に る決議が を有する期間は、選挙後 に  

 れる第１項に定める代議員選挙 の時までとする。 

   ７ 理事 は理事会は、代議員を選出することができない。 

 

（代議員の定数） 

第１４条 代議員の定数は次の各号のとおりとする。 

 (１)１選挙区の 会員が５０ 以内の場合は とする。 

 (２)１選挙区の 会員が５０ 超の場合は、 会員５０ とに とし、その 

   数が２５ 以下のときは切り て、その 数が２５ 超のときは１ に切 

   り上げる。 
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定款-3-



 

（代議員の 期） 

第１５条 代議員及び予備代議員の 期は、選出の２ 後に れる代議員選挙 の時ま 

 でとし、 選を げない。 

   ２ 前項の規定にかかわら 、代議員が 員総会決議取 しの え、 の え、  

 及の え は理事もし は 事の の え（法 法第２ 条第 項、第２  

 ８条、第２７８条 は第２８４条）を提 している場合（法 法第２７８条第１項 

 に規定する えの提 の をしている場合を 。）には、当該 が する 

 までの間、当該代議員は 員たる地位を わない。この場合において、当該代議員 

 は、理事及び 事（以下 役員 という。）の選 及び （法 法第 ３条及び 

 第７０条）並びに定 （法 法第１４ 条）についての議決権を有しないこと 

 とする。 

   ３ 代議員並びに予備代議員で る者が 会員の資格を したときは、同時に代議員 

 並びに予備代議員の資格も する。 

   ４ 代議員並びに予備代議員は本会の理事及び 事を ることはできない。 

 

第５  総   会 

 

（ 成） 

第１ 条 総会は、すべての代議員をもって 成する。 

   ２ 前項の総会をもって法 法上の 員総会とする。 

 

（権限） 

第１７条 総会は、次の事項について決議する。 

 (１)会員の 名 

 (２)理事及び 事の選 は  

 (３)理事及び 事の 等の  

 (４)役員 並びに役員退職 規程の承  

 (５) 照表及び 書（ 書）の承  

 ( )会員規程及び会 規程の承  

 (７)定 の  

 (８)長期 及び な の は 受け 

 (９) 及び の  

 ( )その 総会で決議するものとして法 はこの定 で定められた事項 

 

（ ） 

第１８条 総会は、 総会として に１回 する か、 が る場合に す 

 る。 

   ２ 前項の 総会をもって、法 法上の定時 員総会とする。 

 

（ ） 

第１９条 総会は、法 に の定めが る場合を き理事会の決議に き会長が する。 

   ２ 総会を するときは、会議の日時、場所、 で る事項を記載した書 をもっ 

 て、 日の２０日前までに を しなければならない。ただし、 の場合は、 

 １４日前まで することができる。 

   ３ 代議員総数の５ の１以上の議決権を有する代議員は、会長に し、総会の で 

 る事項及び の理 を示して、総会の を することができる。 

   ４ 会長は、前項の規定による が ったときは、その日から３０日以内の日を総会 

 の日とする 時総会の の を しなければならない。 

 

 

（議長・副議長） 

第２０条 総会の議長及び副議長は、総会において２ とに、代議員の中から各１名 つ  

 選により選出 れた者がこれに当たる。 

   ２ 議長・副議長の 期は、代議員の 期と同じとする。 

 

（議決権） 

第２１条 総会における議決権は、代議員１名につき１ とする。 

 

（定 数） 

第２２条 総会は、代議員の 数の出 がなければ することができない。 

 

（決議） 

第２３条 総会の決議は、代議員の 数の出 が って、出 代議員の議決権の 数に当 

 たる 数をもって行う。 

   ２ 前項の規定にかかわら 、次の決議は、総代議員の議決権の３ の２以上に当たる 

 数をもって行う。 

 (１)会員の 名 

 (２) 事の  

 (３)定 の  

 (４)長期 及び な の は 受け 

 (５)  

 ( )その 法 で定められた事項 

   ３ 理事 は 事を選 する議 を決議するに しては、候補者 とに第１項の決議を 

 行わなければならない。理事 は 事の候補者の合 数が第２ 条に定める定数を 

 上回る場合には、 数の 成を得た候補者の中から得票数の い順に定数の に 

 するまでの者を選 することとする。 

 

（議決権の代理行 ・書 表決） 

第２４条 総会に出 できない代議員は、総会の １回 とに、同じ選挙区において予め選

出 れた予備代議員を代理 として議決権の行 を委 すること、 は、予め

れた事項について書 し は 方法によって、議決権を行 することがで

きる。 

   ２ 前項の場合、前２条の 用については出 したものと なす。 

 

（議事録） 

第２５条 総会の議事については、法 で定めるところにより、議事録を作成する。 

   ２ 議長は、総会の １回 とに、出 代議員の中から２名を選出し、議事録 名  

 に 名する。 

   ３ 議長及び議事録 名 ２名は、第１項の議事録に記名 する。 

 

第  役 員 等 

 

（役員の ） 

第２ 条 本会に次の役員を 。 

 理事 ２３名以上２５名以内 

 事 ２名 

   ２ 理事のう 、１名を会長とし、２名以上４名以内を副会長、１０名以内を 務理事

とすることができる。また、 務理事のう １名を 務理事とすることができる。 
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定款-4-



 

（代議員の 期） 

第１５条 代議員及び予備代議員の 期は、選出の２ 後に れる代議員選挙 の時ま 

 でとし、 選を げない。 

   ２ 前項の規定にかかわら 、代議員が 員総会決議取 しの え、 の え、  

 及の え は理事もし は 事の の え（法 法第２ 条第 項、第２  

 ８条、第２７８条 は第２８４条）を提 している場合（法 法第２７８条第１項 

 に規定する えの提 の をしている場合を 。）には、当該 が する 

 までの間、当該代議員は 員たる地位を わない。この場合において、当該代議員 

 は、理事及び 事（以下 役員 という。）の選 及び （法 法第 ３条及び 

 第７０条）並びに定 （法 法第１４ 条）についての議決権を有しないこと 

 とする。 

   ３ 代議員並びに予備代議員で る者が 会員の資格を したときは、同時に代議員 

 並びに予備代議員の資格も する。 

   ４ 代議員並びに予備代議員は本会の理事及び 事を ることはできない。 

 

第５  総   会 

 

（ 成） 

第１ 条 総会は、すべての代議員をもって 成する。 

   ２ 前項の総会をもって法 法上の 員総会とする。 

 

（権限） 

第１７条 総会は、次の事項について決議する。 

 (１)会員の 名 

 (２)理事及び 事の選 は  

 (３)理事及び 事の 等の  

 (４)役員 並びに役員退職 規程の承  

 (５) 照表及び 書（ 書）の承  

 ( )会員規程及び会 規程の承  

 (７)定 の  

 (８)長期 及び な の は 受け 

 (９) 及び の  

 ( )その 総会で決議するものとして法 はこの定 で定められた事項 

 

（ ） 

第１８条 総会は、 総会として に１回 する か、 が る場合に す 

 る。 

   ２ 前項の 総会をもって、法 法上の定時 員総会とする。 

 

（ ） 

第１９条 総会は、法 に の定めが る場合を き理事会の決議に き会長が する。 

   ２ 総会を するときは、会議の日時、場所、 で る事項を記載した書 をもっ 

 て、 日の２０日前までに を しなければならない。ただし、 の場合は、 

 １４日前まで することができる。 

   ３ 代議員総数の５ の１以上の議決権を有する代議員は、会長に し、総会の で 

 る事項及び の理 を示して、総会の を することができる。 

   ４ 会長は、前項の規定による が ったときは、その日から３０日以内の日を総会 

 の日とする 時総会の の を しなければならない。 

 

（議長・副議長） 

第２０条 総会の議長及び副議長は、総会において２ とに、代議員の中から各１名 つ  

 選により選出 れた者がこれに当たる。 

   ２ 議長・副議長の 期は、代議員の 期と同じとする。 

 

（議決権） 

第２１条 総会における議決権は、代議員１名につき１ とする。 

 

（定 数） 

第２２条 総会は、代議員の 数の出 がなければ することができない。 

 

（決議） 

第２３条 総会の決議は、代議員の 数の出 が って、出 代議員の議決権の 数に当 

 たる 数をもって行う。 

   ２ 前項の規定にかかわら 、次の決議は、総代議員の議決権の３ の２以上に当たる 

 数をもって行う。 

 (１)会員の 名 

 (２) 事の  

 (３)定 の  

 (４)長期 及び な の は 受け 

 (５)  

 ( )その 法 で定められた事項 

   ３ 理事 は 事を選 する議 を決議するに しては、候補者 とに第１項の決議を 

 行わなければならない。理事 は 事の候補者の合 数が第２ 条に定める定数を 

 上回る場合には、 数の 成を得た候補者の中から得票数の い順に定数の に 

 するまでの者を選 することとする。 

 

（議決権の代理行 ・書 表決） 

第２４条 総会に出 できない代議員は、総会の １回 とに、同じ選挙区において予め選

出 れた予備代議員を代理 として議決権の行 を委 すること、 は、予め

れた事項について書 し は 方法によって、議決権を行 することがで

きる。 

   ２ 前項の場合、前２条の 用については出 したものと なす。 

 

（議事録） 

第２５条 総会の議事については、法 で定めるところにより、議事録を作成する。 

   ２ 議長は、総会の １回 とに、出 代議員の中から２名を選出し、議事録 名  

 に 名する。 

   ３ 議長及び議事録 名 ２名は、第１項の議事録に記名 する。 

 

第  役 員 等 

 

（役員の ） 

第２ 条 本会に次の役員を 。 

 理事 ２３名以上２５名以内 

 事 ２名 

   ２ 理事のう 、１名を会長とし、２名以上４名以内を副会長、１０名以内を 務理事

とすることができる。また、 務理事のう １名を 務理事とすることができる。 
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定款-5-



 

（ 、 役） 

第３３条 本会に、 、 役を 名 ことができる。 

   ２ 、 役は、理事会の決議を て会長が委 し、その 期は委 した会長の  

 期間とする。 

   ３ 、 役は、会長の に え、理事会その の会議に出 して意 を べる 

 ことができる。 

    

４ 、 役は無 とする。ただし、職務を行うために した 用について、そ 

 の 当 を うことができる。 

   ５ 前項に する 等の 準は、理事会で定める。 

 

第７  理 事 会 

 

（ 成） 

第３４条 本会に理事会を 。 

   ２ 理事会は、すべての理事をもって 成する。 

 

（権限） 

第３５条 理事会は、次の職務を行う。 

 (１)本会の 務 行の決定 

 (２)理事の職務の 行の  

 (３)会長・副会長・ 務理事・ 務理事の選定及び 職 

 

（ ） 

第３ 条 理事会は、会長が する。 

   ２ 会長に事 が るとき は けたときは、各理事が予め理事間で決めた順位により 

 理事会を する。 

   ３ 理事会を するときは、会議の日時、場所、 で る事項を記載した書 をも 

 って、 日の１ 間前までに、各理事及び各 事に して しなければならな 

 い。 

   ４ 前項の規定にかかわら 、理事及び 事の 員の同意が るときは、 の き 

 を ることな 理事会を することができる。 

 

（議長） 

第３７条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

   ２ 会長に事 が るとき は けたときは、出 した理事の 選により議長を選定す 

 る。 

 

（決議） 

第３８条 理事会の決議は、決議について の を有する理事を 理事の 数が 

 出 し、その 数をもって行う。 

   ２ 前項の規定にかかわら 、法 法第９ 条の を たしたときは、理事会の決議 

 が ったものと なす。 

 

（議事録） 

第３９条 理事会の議事については、法 の定めるところにより、議事録を作成する。 

   ２ 出 した会長及び 事は、前項の議事録に記名 する。 

 

 

   ３ 会長をもって法 法上の代表理事とし、副会長、 務理事、 務理事をもって法  

 法第９１条第１項に定める 務 行理事とする。 

 

（役員の選 ） 

第２７条 理事及び 事の選 は、総会の決議によって行う。 

   ２ 会長、副会長、 務理事及び 務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定 

 する。 

   ３ 前項の、会長、副会長は、総会の決議によって推薦の った者の中から選定できる。 

 

（理事の職務及び権限） 

第２８条 理事は、理事会を 成し、法 及びこの定 の定めるところにより、職務を 行す 

 る。 

   ２ 会長は、本会を代表し、その 務を 行する。 

   ３ 副会長は会長を補 し、理事会で決めた順位により、会長に事 が るとき は  

 けたときは、その 務の 行に る職務を代行する。 

   ４ 務理事は、理事会の を受けて会務を 理し、会長及び副会長 に事 が ると 

 き は に けたときは、その 務の 行に る職務を代行する。 

   ５ 務理事は、理事会の を受けてその 当 務を 理し、 務理事に事 が  

 るとき は けたときは、理事会で決めた順位によりその職務を代行する。 

    会長及び 務を 行する理事は、３ に１回以上、 の職務の 行の状況を理 

 事会に しなければならない。 

 

（ 事の職務及び権限） 

第２９条 事は、理事の職務の 行を し、法 で定めるところにより、 を作成 

 する。 

   ２ 事は、いつでも、理事及び事務 職員に して事 の を め、本会の 務及 

 び の状況を することができる。 

 

（役員の 期） 

第３０条 理事及び 事の 期は、選 後２ 以内に する事 のう のものに  

 する 総会の の時までとする。 

   ２ 補 として選 れた理事 は 事の 期は、前 者の 期の する時までと 

 する。 

   ３ 理事 は 事は、第２ 条に定める定数に りな なるときは、 期の は辞 

 により退 した後も、 たに選 れた者が するまで、なお理事 は 事と 

 しての権 務を有する。 

 

（役員の ） 

第３１条 理事及び 事は、総会の決議によって することができる。 

 

（役員 等） 

第３２条 役員は無 とする。ただし、会長及び 務 行理事に しては、総会において定 

 める総 の 内で、総会において に定める役員 並びに役員退職 規程 

 に って 定した を することができる。 

   ２ 役員には、その職務を行うために した 用について、その 当 を うこ 

 とができる。 

   ３ 役員が退職するに当たっては、役員 並びに役員退職 規程に って 定し 

 た退職 を することができる。 
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（ 、 役） 

第３３条 本会に、 、 役を 名 ことができる。 

   ２ 、 役は、理事会の決議を て会長が委 し、その 期は委 した会長の  

 期間とする。 

   ３ 、 役は、会長の に え、理事会その の会議に出 して意 を べる 

 ことができる。 

    

４ 、 役は無 とする。ただし、職務を行うために した 用について、そ 

 の 当 を うことができる。 

   ５ 前項に する 等の 準は、理事会で定める。 

 

第７  理 事 会 

 

（ 成） 

第３４条 本会に理事会を 。 

   ２ 理事会は、すべての理事をもって 成する。 

 

（権限） 

第３５条 理事会は、次の職務を行う。 

 (１)本会の 務 行の決定 

 (２)理事の職務の 行の  

 (３)会長・副会長・ 務理事・ 務理事の選定及び 職 

 

（ ） 

第３ 条 理事会は、会長が する。 

   ２ 会長に事 が るとき は けたときは、各理事が予め理事間で決めた順位により 

 理事会を する。 

   ３ 理事会を するときは、会議の日時、場所、 で る事項を記載した書 をも 

 って、 日の１ 間前までに、各理事及び各 事に して しなければならな 

 い。 

   ４ 前項の規定にかかわら 、理事及び 事の 員の同意が るときは、 の き 

 を ることな 理事会を することができる。 

 

（議長） 

第３７条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

   ２ 会長に事 が るとき は けたときは、出 した理事の 選により議長を選定す 

 る。 

 

（決議） 

第３８条 理事会の決議は、決議について の を有する理事を 理事の 数が 

 出 し、その 数をもって行う。 

   ２ 前項の規定にかかわら 、法 法第９ 条の を たしたときは、理事会の決議 

 が ったものと なす。 

 

（議事録） 

第３９条 理事会の議事については、法 の定めるところにより、議事録を作成する。 

   ２ 出 した会長及び 事は、前項の議事録に記名 する。 

 

 

 

   ３ 会長をもって法 法上の代表理事とし、副会長、 務理事、 務理事をもって法  

 法第９１条第１項に定める 務 行理事とする。 

 

（役員の選 ） 

第２７条 理事及び 事の選 は、総会の決議によって行う。 

   ２ 会長、副会長、 務理事及び 務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定 

 する。 

   ３ 前項の、会長、副会長は、総会の決議によって推薦の った者の中から選定できる。 

 

（理事の職務及び権限） 

第２８条 理事は、理事会を 成し、法 及びこの定 の定めるところにより、職務を 行す 

 る。 

   ２ 会長は、本会を代表し、その 務を 行する。 

   ３ 副会長は会長を補 し、理事会で決めた順位により、会長に事 が るとき は  

 けたときは、その 務の 行に る職務を代行する。 

   ４ 務理事は、理事会の を受けて会務を 理し、会長及び副会長 に事 が ると 

 き は に けたときは、その 務の 行に る職務を代行する。 

   ５ 務理事は、理事会の を受けてその 当 務を 理し、 務理事に事 が  

 るとき は けたときは、理事会で決めた順位によりその職務を代行する。 

    会長及び 務を 行する理事は、３ に１回以上、 の職務の 行の状況を理 

 事会に しなければならない。 

 

（ 事の職務及び権限） 

第２９条 事は、理事の職務の 行を し、法 で定めるところにより、 を作成 

 する。 

   ２ 事は、いつでも、理事及び事務 職員に して事 の を め、本会の 務及 

 び の状況を することができる。 

 

（役員の 期） 

第３０条 理事及び 事の 期は、選 後２ 以内に する事 のう のものに  

 する 総会の の時までとする。 

   ２ 補 として選 れた理事 は 事の 期は、前 者の 期の する時までと 

 する。 

   ３ 理事 は 事は、第２ 条に定める定数に りな なるときは、 期の は辞 

 により退 した後も、 たに選 れた者が するまで、なお理事 は 事と 

 しての権 務を有する。 

 

（役員の ） 

第３１条 理事及び 事は、総会の決議によって することができる。 

 

（役員 等） 

第３２条 役員は無 とする。ただし、会長及び 務 行理事に しては、総会において定 

 める総 の 内で、総会において に定める役員 並びに役員退職 規程 

 に って 定した を することができる。 

   ２ 役員には、その職務を行うために した 用について、その 当 を うこ 

 とができる。 

   ３ 役員が退職するに当たっては、役員 並びに役員退職 規程に って 定し 

 た退職 を することができる。 
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（会 則等） 

第４ 条 本会の会 は、一 に公 当と められる公 法 の会 の 行に うものとす 

 る。 

   ２ 本会の会 理に し な事項は、理事会の決議により に定める会 理規程 

 によるものとする。 

 

（長期 及び な の は 受け） 

第４７条 本会が資 の をしようとするときは、その事 の をもって する  

 期 を き、総会において総代議員の議決権の３ の２以上の決議を なけれ 

 ばならない。 

   ２ 本会が な の は 受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を な 

 ければならない。 

 

（事 及び 予 ） 

第４８条 本会の事 書、 予 書、資 の 及び 備投資の を記載した書  

 については、 事 の の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を て、 

 の総会に するものとする。これを する場合も、同様とする。 

   ２ 前項の書 については、 事 の の日の前日までに行 に提出しなけれ 

 ばならない。 

   ３ 前項の書 については、 たる事務所に、当該事 が するまでの間備え  

 き、一 の 覧に するものとする。 

 

（事 及び決 ） 

第４９条 本会の事 及び決 については、 事 後、会長が次の書 を作成し、 

 事の を受けた上で、理事会の承 を て、 総会に提出し、第一号及び第 

 号の書 についてはその内 を し、第 号から第 号までの書 については 

 承 を受けなければならない。 

 (１)事  

 (２)事 の 書 

 (３) 照表 

 (４) 書 

 (５) 照表及び 書の 書 

 ( ) 録 

   ２ 前項の書 については、 事 の 後３ 以内に行 に提出しなければ 

 ならない。 

   ３ 第１項の書 の か、次の書 を たる事務所に５ 間備え き、一 の 覧に  

 するとともに、定 、代議員名 を たる事務所に備え き、一 の 覧に する 

 ものとする。 

 (１)  

 (２)理事及び 事の名  

 (３)理事及び 事の 等の の 準を記載した書  

 (４)運 及び事 動の状況の 及びこれらに する数 のう なも 

  のを記載した書  

   ４ 前項の規定にかかわら 、理事及び 事の名 、代議員名 の記載事項のう 、  

 の 所については一 の 覧に しないものとする。 

 

 

 

 

（会長・ 務 行理事 合会） 

第４０条 本会に会長・ 務 行理事 合会を き、会長、副会長、 務理事、 務理事によ

 って次の職務を行う。 

 (１)理事会に付議すべき事項の 点等の と理事会 の  

 (２)理事会が委 した事項（法 法第９０条第４項に定める事項を 。） 

   ２ 会長・ 務 行理事 合会は、 に じて会長が する。会長に事 が ると

 き は けたときは、予め理事間で決めた順位により する者となる。 

 

   ３ 会長・ 務 行理事 合会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事 が るとき

 は けたときは、予め 務 行理事間で決めた順位によりこれに当たる。 

 

第８      

 

（日本薬剤師会・地区及び職域薬剤師会との ） 

第４１条 本会は、理事会の決議により、日本薬剤師会及び、定 行 則に定める地区及び 

 職域薬剤師会を とすることができる。 

   ２ 本会は、 との連 により、本会の事 を推 し、 することができ 

 る。 

   ３ との連 による事 の運 に し な事項は、理事会の決議により 

 定める。 

 

（地区及び職域薬剤師会長会） 

第４２条 本会に、第４１条第２項の な推 を として地区及び職域薬剤師会長会（以 

 下 会長会 という。）を 。 

   ２ 会長会は、地区及び職域薬剤師会の会長 は代表者によって 成し、次の事項を議 

 事とする。 

 (１)事 の 行に する理事会からの 、 提 及び意 並びに  

 (２)本会及び各地区及び各職域薬剤師会間の連 に する事項 

   ３ 会長会は、理事会の決議により、会長が する。会長に事 が るとき は け 

 たときは、予め理事間で決めた順位により する者となる。 

 

第９  委 員 会・職   会 

 

（委員会） 

第４３条 本会の事 を推 するために るときは、理事会の決議により委員会を す 

 ることができる。 

   ２ 委員会の委員は、会員の か、 者等から理事会が選 する。 

   ３ 委員会の 務、 成及び運 に し な事項は、理事会の決議により に定める。 

 

（職 会） 

第４４条 本会の会務及び事 の運 を にするため、職 を同じ する会員は、理事会の 

 承 を得て、職 会を することができる。 

   ２ 職 会は理事会の に えるとともに、会長から委 れた事項を行う。 

   ３ 職 会に し な事項は、理事会の決議により に定める。 

 

第１０  資 及び会  

 

（事 ） 

第４５条 本会の事 は、 ４ １日に まり ３ ３１日に わる。 
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（会 則等） 

第４ 条 本会の会 は、一 に公 当と められる公 法 の会 の 行に うものとす 

 る。 

   ２ 本会の会 理に し な事項は、理事会の決議により に定める会 理規程 

 によるものとする。 

 

（長期 及び な の は 受け） 

第４７条 本会が資 の をしようとするときは、その事 の をもって する  

 期 を き、総会において総代議員の議決権の３ の２以上の決議を なけれ 

 ばならない。 

   ２ 本会が な の は 受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を な 

 ければならない。 

 

（事 及び 予 ） 

第４８条 本会の事 書、 予 書、資 の 及び 備投資の を記載した書  

 については、 事 の の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を て、 

 の総会に するものとする。これを する場合も、同様とする。 

   ２ 前項の書 については、 事 の の日の前日までに行 に提出しなけれ 

 ばならない。 

   ３ 前項の書 については、 たる事務所に、当該事 が するまでの間備え  

 き、一 の 覧に するものとする。 

 

（事 及び決 ） 

第４９条 本会の事 及び決 については、 事 後、会長が次の書 を作成し、 

 事の を受けた上で、理事会の承 を て、 総会に提出し、第一号及び第 

 号の書 についてはその内 を し、第 号から第 号までの書 については 

 承 を受けなければならない。 

 (１)事  

 (２)事 の 書 

 (３) 照表 

 (４) 書 

 (５) 照表及び 書の 書 

 ( ) 録 

   ２ 前項の書 については、 事 の 後３ 以内に行 に提出しなければ 

 ならない。 

   ３ 第１項の書 の か、次の書 を たる事務所に５ 間備え き、一 の 覧に  

 するとともに、定 、代議員名 を たる事務所に備え き、一 の 覧に する 

 ものとする。 

 (１)  

 (２)理事及び 事の名  

 (３)理事及び 事の 等の の 準を記載した書  

 (４)運 及び事 動の状況の 及びこれらに する数 のう なも 

  のを記載した書  

   ４ 前項の規定にかかわら 、理事及び 事の名 、代議員名 の記載事項のう 、  

 の 所については一 の 覧に しないものとする。 
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（会長・ 務 行理事 合会） 

第４０条 本会に会長・ 務 行理事 合会を き、会長、副会長、 務理事、 務理事によ

 って次の職務を行う。 

 (１)理事会に付議すべき事項の 点等の と理事会 の  

 (２)理事会が委 した事項（法 法第９０条第４項に定める事項を 。） 

   ２ 会長・ 務 行理事 合会は、 に じて会長が する。会長に事 が ると

 き は けたときは、予め理事間で決めた順位により する者となる。 

 

   ３ 会長・ 務 行理事 合会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事 が るとき

 は けたときは、予め 務 行理事間で決めた順位によりこれに当たる。 

 

第８      

 

（日本薬剤師会・地区及び職域薬剤師会との ） 

第４１条 本会は、理事会の決議により、日本薬剤師会及び、定 行 則に定める地区及び 

 職域薬剤師会を とすることができる。 

   ２ 本会は、 との連 により、本会の事 を推 し、 することができ 

 る。 

   ３ との連 による事 の運 に し な事項は、理事会の決議により 

 定める。 

 

（地区及び職域薬剤師会長会） 

第４２条 本会に、第４１条第２項の な推 を として地区及び職域薬剤師会長会（以 

 下 会長会 という。）を 。 

   ２ 会長会は、地区及び職域薬剤師会の会長 は代表者によって 成し、次の事項を議 

 事とする。 

 (１)事 の 行に する理事会からの 、 提 及び意 並びに  

 (２)本会及び各地区及び各職域薬剤師会間の連 に する事項 

   ３ 会長会は、理事会の決議により、会長が する。会長に事 が るとき は け 

 たときは、予め理事間で決めた順位により する者となる。 

 

第９  委 員 会・職   会 

 

（委員会） 

第４３条 本会の事 を推 するために るときは、理事会の決議により委員会を す 

 ることができる。 

   ２ 委員会の委員は、会員の か、 者等から理事会が選 する。 

   ３ 委員会の 務、 成及び運 に し な事項は、理事会の決議により に定める。 

 

（職 会） 

第４４条 本会の会務及び事 の運 を にするため、職 を同じ する会員は、理事会の 

 承 を得て、職 会を することができる。 

   ２ 職 会は理事会の に えるとともに、会長から委 れた事項を行う。 

   ３ 職 会に し な事項は、理事会の決議により に定める。 

 

第１０  資 及び会  

 

（事 ） 

第４５条 本会の事 は、 ４ １日に まり ３ ３１日に わる。 
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    則 

 

１ この定 は、一 法 及び一 法 に する法 及び公 法 及び公  

  法 の 定等に する法 の 行に う 法 の 備等に する法 第１０ 条第１ 

  項に定める公 法 の 立の 記の日から 行する。 

２ 第１７条の規定にかかわら 、本会の の代表理事で る会長は 本 とし、 務  

  行理事は 一、上 、 、 、 、 、一 、上 、 

  一 、 、 、 本有 とする。 

３ 一 法 及び一 法 に する法 及び公 法 及び公 法 の 定 

  等に する法 の 行に う 法 の 備等に する法 第１０ 条第１項に定める 

  法法 の の 記と、公 法 の 立の 記を行ったときは、第４５条の規 

  定にかかわら 、 の 記の日の前日を事 の 日とし、 立の 記の日を事  

  の 日とする。 

４ 本会の 立の 記の日における代議員は、第１３条の定めにかかわら 、 の 記の日 

  の前日において を有した本会の定 に き代議員で った者とする。 

５ 第１３条に定める代議員選挙は、 立の 記の日以 の の 以前に行うものとし、 

  前項の代議員の 期は当該代議員選挙 の時までとする。 

 

（公 取得 の 定） 

第５０条 会長は、公 法 及び公 法 の 定等に する法 （以下 定法 と 

 いう。） 行規則第４８条の規定に き、 事 、当該事 の 日にお 

 ける公 取得 を 定し、前条第３項第４号の書 に記載するものとす 

 る。 

 

第１１  定 の 及び  

 

（定 の ） 

第５１条 この定 の は、総会において、総代議員の議決権の３ の２以上に当たる 数 

 をもって行う。 

 

（ ） 

第５２条 本会は、総会の決議その 法 で定められた事 により する。 

 

（公 定の取 し等に う ） 

第５３条 本会が公 定の取 しを受けた場合 は合 により する場合（その権 務 

 を承 する法 が公 法 で る場合を 。）には、総会の決議を て、公  

 取得 に 当する を、当該公 定の取 しの日 は当該合 の日か 

 ら１か 以内に、 定法第５条第１７号に掲げる法 は し は地方公  

 に するものとする。 

 

（ の ） 

第５４条 本会が をする場合において有する は、総会の決議を て、 定法第５ 

 条第１７号に掲げる法 は し は地方公 に するものとする。 

 

第１２  公 の方法 

 

（公 の方法） 

第５５条 本会の公 は、 公 により行う。 

   ２ 事 その を得ない事 により、 公 によることができない場合は、  

 に掲載する方法による。 

 

第１３  事 務  

 

（ 等） 

第５ 条 本会の事務を 理するため、事務 を 。 

   ２ 事務 長及び な職員は、理事会の決議を て会長が する。 

   ３ 事務 の職務その な事項は、理事会の決議を て に定める。 

 

第１４  補   則 

 

（委 ） 

第５７条 この定 に定めるものの か、本会の運 に な事項は理事会の決議により  

 に定める。 
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    則 

 

１ この定 は、一 法 及び一 法 に する法 及び公 法 及び公  

  法 の 定等に する法 の 行に う 法 の 備等に する法 第１０ 条第１ 

  項に定める公 法 の 立の 記の日から 行する。 

２ 第１７条の規定にかかわら 、本会の の代表理事で る会長は 本 とし、 務  

  行理事は 一、上 、 、 、 、 、一 、上 、 

  一 、 、 、 本有 とする。 

３ 一 法 及び一 法 に する法 及び公 法 及び公 法 の 定 

  等に する法 の 行に う 法 の 備等に する法 第１０ 条第１項に定める 

  法法 の の 記と、公 法 の 立の 記を行ったときは、第４５条の規 

  定にかかわら 、 の 記の日の前日を事 の 日とし、 立の 記の日を事  

  の 日とする。 

４ 本会の 立の 記の日における代議員は、第１３条の定めにかかわら 、 の 記の日 

  の前日において を有した本会の定 に き代議員で った者とする。 

５ 第１３条に定める代議員選挙は、 立の 記の日以 の の 以前に行うものとし、 

  前項の代議員の 期は当該代議員選挙 の時までとする。 

 

（公 取得 の 定） 

第５０条 会長は、公 法 及び公 法 の 定等に する法 （以下 定法 と 

 いう。） 行規則第４８条の規定に き、 事 、当該事 の 日にお 

 ける公 取得 を 定し、前条第３項第４号の書 に記載するものとす 

 る。 

 

第１１  定 の 及び  

 

（定 の ） 

第５１条 この定 の は、総会において、総代議員の議決権の３ の２以上に当たる 数 

 をもって行う。 

 

（ ） 

第５２条 本会は、総会の決議その 法 で定められた事 により する。 

 

（公 定の取 し等に う ） 

第５３条 本会が公 定の取 しを受けた場合 は合 により する場合（その権 務 

 を承 する法 が公 法 で る場合を 。）には、総会の決議を て、公  

 取得 に 当する を、当該公 定の取 しの日 は当該合 の日か 

 ら１か 以内に、 定法第５条第１７号に掲げる法 は し は地方公  

 に するものとする。 

 

（ の ） 

第５４条 本会が をする場合において有する は、総会の決議を て、 定法第５ 

 条第１７号に掲げる法 は し は地方公 に するものとする。 

 

第１２  公 の方法 

 

（公 の方法） 

第５５条 本会の公 は、 公 により行う。 

   ２ 事 その を得ない事 により、 公 によることができない場合は、  

 に掲載する方法による。 

 

第１３  事 務  

 

（ 等） 

第５ 条 本会の事務を 理するため、事務 を 。 

   ２ 事務 長及び な職員は、理事会の決議を て会長が する。 

   ３ 事務 の職務その な事項は、理事会の決議を て に定める。 

 

第１４  補   則 

 

（委 ） 

第５７条 この定 に定めるものの か、本会の運 に な事項は理事会の決議により  

 に定める。 
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